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11..  支支障障除除去去対対策策のの方方向向性性のの検検討討  

 

 

  第１回及び第２回対策委員会：既存調査結果と検討結果の整理 
廃棄物 ・処分場内の廃棄物には許可品目外の木くず、金属くず等が確認された。 

 ・西市道側平坦部ではドラム缶等の違法廃棄物が確認された。 

 ・フッ素、ホウ素の溶出量は土壌の環境基準を超過、廃棄物と土砂の混合物では鉛が土壌汚染対法の含有

量基準を超過し、ダイオキシン類は土壌の環境基準を超過している。 

浸透水 ・ヒ素、鉛、ホウ素、フッ素、総水銀、ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類が検出され、ヒ素、鉛、総

水銀、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類、CODは安定型処分場の浸透水の基準を超過している。 

 ・ホウ素、フッ素は地下水の環境基準を超過している。 

地下水 ・Ks2層の地下水はｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ホウ素等が地下水の環境基準を超過している。 

 ・市№3と市№7は総水銀が検出されている。 

ガ ス ・処分場内の地中温度は平均気温の２～３倍を示し、廃棄物の分解、ガスの発生は継続していると判断さ

れる。 

焼却灰 ・処分場内の２基の焼却炉の内壁には、ばいじんが付着している可能性がある。 

 ・焼却炉は震災等による損壊が懸念される。 

 

 

 

既存調査データ 

 滋賀県・栗東市の調査 

  

  

       

第４回対策委員会：既存調査・検討結果を踏まえた現状確認 
廃棄物 ・処分場西側の法面は急勾配である。 

 ・上部平坦部と西市道側平坦部は覆土されていない。 

 ・木くず、金属くずなど違法埋立て廃棄物が確認されている。 

浸透水 ・浸透水と周辺住民等との直接の接触はない。 

地下水 ・処分場からみて地下水流向下流側の1km圏内には、利水はないが浅井戸が２本ある。 

 ・2km圏内には38井戸があり、現在は全て飲用されていないと考えられるが、過去に19％の井戸が飲用に

用いられていた。 

 ・家事用の井戸としては50％が利用されている。 

ガ ス ・県と市が実施している処分場敷地境界での継続監視測定では、硫化水素等は検出されていない。 

焼却灰 ・過去に焼却炉の運転時には、ばいじん等が飛散し苦情報告があった。 

  

 

 

 

 
 
第３回対策委員会 

 ：追加調査内容の検討 

○処分場の現況測量 

○地下水調査 

 （地下水質、地下水流向）

○地質構造調査 

○廃棄物状況調査 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境保全上の支障の整理（案） 

 

廃棄物 ： ①処分場西市道側法面の

崩壊による支障のおそれ 

 ： ②廃棄物の飛散・流出によ

る支障のおそれ 

地下水 ： ③地下水汚染の拡散によ

る支障のおそれ 

ガ ス ： ④硫化水素等ガスの発生

による支障のおそれ 

焼却灰 ： ⑤炉内の焼却灰等の飛散

による支障のおそれ 

  

       

     
 
生活環境保全上達成すべき目標設定について 
 

具体的な工法一覧 
  

    

（追加調査の実施） 

   

 一般的な支障除去対策工法 
 

 他府県事例の概要 

 ○生活環境保全上の支障  ○対応方針 ○対応策 
 

 ＲＤ処分場の対応策検討のための考え方について 
  

  

        
 

支障除去対策各論比較検討 
  

  
 支障除去対策の効果および経費試算等 

  
  

        
 

追加調査の評価 
  

  
 追加調査の結果 

  
  

        
 

生活環境保全上の支障の整理 
  

対策の基本方針 
 

支障除去の目標設定 
 
支障除去対策各論比較検討（最終） 
  

 

 

 
 

 

      ○ 生活環境保全上の支障の整理 

○ 生活環境保全上達成すべき目標（素案） 

 ○ 具体的工法一覧（案） 

 ○ 障除去対策各論比較検討（効果・経費試算） 

  

        
 

効果的で合理的な対応策 
  

 

Ｒ
Ｄ
最
終
処
分
場
問
題
対
策
委
員
会
・
専
門
部
会
に
お
け
る
調
査
検
討 

     図1.1  RD最終処分場問題対策委員会における対応策の検討について ─ 対応策検討フロー ─ 
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1.1 現時点での生活環境保全上の支障 

 

（１） 調査結果より想定される生活環境保全上の支障のおそれ 

 

 第４回対策委員会で整理したＲＤ処分場の現状とその評価は、表1.1のとおりである。 

 

表1.1 ＲＤ処分場を原因として想定される生活環境保全上の支障 

対 象 現 状 支障のおそれ 

廃棄物 

・上部平坦部と西市道側平坦部（法面も

含む）の廃棄物は、覆土されていない。 

・西市道側平坦部のドラム缶は許可品目

にないが掘出し保管しているため、周

辺住民との直接の接触はない。 

・西市道側平坦部のドラム缶等のほか、

元従業員等の証言による金属くず、木

くずなど違法埋立廃棄物の一部は確認

されている。 

・処分場西側の法面は県の指導する安定

勾配より急勾配である。 

・処分場北側と一部の西側の法肩は土堰

堤と法肩排水が設置されているため、

明らかな法面侵食は認められない。 

 
①処分場西市道側法面の崩壊による支障のおそれ 
・ 処分場西市道側の法面は勾配が急であり、大雨など
の条件下では雨水の浸透により崩壊して廃棄物が処
分場外の環境中に流出するおそれがある。 
 
②廃棄物の飛散・流出による支障のおそれ 
・処分場内の覆土が実施されていない区域から廃棄物
が飛散するおそれがある。 
・ 法面の崩壊・流出によって廃棄物が処分場の外に飛
散するおそれがある。 

 

廃棄物中に含まれる有害物質の溶出、およびそれ

に伴い浸透水を介してKs2層の地下水を汚染して

いる。         ↓ 

浸透水 

・浸透水は廃棄物層内にあり、浸透水そ

のものと、周辺住民等との直接の接触

はない。 

・ 廃棄物中の浸透水は直接Ks2層へ流入、またはKc3層

へ浸透・通過して、Ks2層の地下水を汚染している。

・ 浸透水には安定型処分場における浸透水の基準（COD

等）・地下水の環境基準を超過する有害物質（フッ素、

ホウ素）が含まれている。↓ 

地下水 

・処分場よりみて地下水流向下流側１㎞

圏内には、利水はないが浅井戸が２本

ある。 

・2㎞圏内には38井戸がある。19％は飲用

に用いられていたが、現在は飲用され

ていないと考えられる。ただし、50％

の井戸では家事用（生活用水）として

利用されている。 

 
③地下水汚染の拡散による支障のおそれ 
 
・ 廃棄物に起因するKs2層の地下水汚染は、地下水の
流れにより周辺に更に拡散し、下流側の利水に影響
を及ぼすおそれがある。 

ガス 

・滋賀県と栗東市が現在行っている処分

場敷地境界での継続監視測定では、硫

化水素等は検出されていない。 

④硫化水素等ガスの発生による支障のおそれ 

・廃棄物層の内部は嫌気状態を継続しており、硫化水

素等ガスの発生による生活環境保全上の支障のおそ

れがある。 

焼却灰 
・過去、焼却炉の運転時には、ばいじん

等が飛散し、苦情報告があった。 

⑤炉内の焼却灰等の飛散による支障のおそれ 
・現施設は運転できる状態にないが、焼却炉が倒壊ま
たは老朽化し炉内のダイオキシン類を含む焼却灰等
が飛散するおそれがある。 

 

 

 前記の（１）項 ①～⑤の生活環境保全上の支障のおそれを「環境保全（有害度）」と「防災（危険

度）」に分けて表1.2のように整理する。 

 

表1.2 ＲＤ処分場の生活環境保全上の支障 

有害廃棄物

浸透水の汚染

③地下水汚染の拡散

環境保全上の支障

⑤焼却灰の飛散
(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 )

焼却炉の倒壊等

防災上の支障

①法面の崩落

浸透水 表層廃棄物

②廃棄物の飛散

西市道側急傾斜法面

焼却炉

処分場

②廃棄物の流出

有機物

④硫化水素等
ガスの発生

浸透水

処分場

廃
棄
物
・
地
下
水

硫
化
水
素
等
ガ
ス

焼
却
灰

西
市
道
側
急
傾
斜
法
面
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ＲＤ処分場で発生する支障のおそれ概要図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2 ＲＤ処分場で発生する支障のおそれ概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物の飛散・流出

表流水汚染

地下水汚染

硫化水素等の
ガス発生

焼却灰の飛散

浸透水汚染

・表層廃棄物

焼却炉
・残留ばいじん
・老朽化

・有害廃棄物
・許可品目外

(汚泥,廃酸・廃ｱﾙｶﾘ,廃油)

・有機物
・石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ
等

ＲＤ処分場

廃棄物の飛散・流出

・急勾配法面
・法面廃棄物

法面崩落

地下水

地下水位 

 ▽ 浸透水水位 

 ▽ 
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1.2 一般的な支障除去対策工法 

 

（１） 支障除去の方法 

 
 「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成二十四年度までの間に計画的かつ着実に推進する
ための基本的な方針（環境省告示第104号）」では、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の方法に
ついて「支障の除去等の実施は、当該特定産業廃棄物の種類、性状、地域の状況及び地理的条件等に
応じて、支障の除去等に係る効率、事業期間、事業に要する費用等の面から最も合理的に支障の除去
等を実施することができる方法によるものとする。」として、表1.3に示す３つの方法を提示している。 
 

表1.3 各支障除去の方法の比較 
＜環境省告示第104号に示す支障除去の方法＞ 

①特定産業廃棄物及びこれに起因して汚染されている土壌等を周辺環境に影響を及ぼさないように掘削し、必要に応じ

て掘削された場所を汚染されていない土壌等により埋めること。 

②掘削した特定産業廃棄物及び土壌等について、特定産業廃棄物及び土壌等の種類ごとにその分別を十分に行うととも

に、焼却、溶融、中和等、特定産業廃棄物及び土壌等の種類に応じた適切な処理方法を選択すること。 

ア
．
掘
削
及
び
処
理 

特
徴 

①周辺環境影響：掘削除去を行う際には悪臭、または廃棄物が飛散する可能性も否定できず、環境に影響を及ぼす

可能性がある。また、搬出先が遠い場合は運搬ルート上で同様の影響が予想される。 

②工    期：工期は受入れ先の処理能力により決定されるため、廃棄物量が多いと掘削および処理に長期間を

要する。 

③経 済 性：掘削物および処理する廃棄物の量に比例して費用は嵩む。 

＜環境省告示第104号に示す支障除去の方法＞ 

①特定産業廃棄物及びこれに起因して汚染されている土壌等について、溶融又は含まれている有害化学物質の抽出、分

解その他の方法により、これらの特定産業廃棄物及び土壌等を掘削せずに処理すること。 

②当該特定産業廃棄物及び土壌等の処理に当たっては、必要に応じてその範囲の側面を囲み、当該産業廃棄物及び土壌

等の下にある不透水層であって最も浅い位置にあるものの深さまで、鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設

置すること。 

③処理作業の終了後、処理を行った特定産業廃棄物又は土壌等が生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれがないこ

とを確認すること。 

イ
．
原
位
置
で
の
浄
化
処
理 特

徴 

①周辺環境影響：掘削及び処理に比べて周辺環境に及ぼす影響は小さい。 

②工    期：汚染拡散防止対策など、現場での土木工事は比較的短期間で終了するが、原位置での廃棄物の浄

化処理には長期間を要する。 

③経  済  性：掘削および処理に比べて一般に費用が安い。 

＜環境省告示第104号に示す支障除去の方法＞ 

①有害産業廃棄物に該当する特定産業廃棄物が含まれていないことを確認すること。 

②把握された特定産業廃棄物について、生活環境の保全上の支障の原因となる有機性の産業廃棄物等を十分に分別除去

した上で、除去後に残された特定産業廃棄物が含まれる範囲の土地を、コンクリ－ト、アスファルト又は汚染されて

いない土壌等により覆い、かつ、覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。 

ウ
．
原
位
置
覆
土
等 

特
徴 

①周辺環境影響：上記のア、イに比べて飛散や粉塵の発生による環境影響が少ない。 

②工    期：覆土工事は短期間で行える。 

③経  済  性：ア、イの方法に比べて最も経済的である。 
 
有害産業廃棄物の定義 

環境省告示第104号 二 2 (3) 有害産業廃棄物の判断基準 

 次に掲げる特定産業廃棄物を有害産業廃棄物として判断するものとする。 

ア 廃棄物処理法施行令第二条の四第一号に掲げる廃油、同条第二号に掲げる廃酸、同条第三号に掲げる廃アルカリ及び同条第五号イに掲げる廃ポ

リ塩化ビフェニル等 

イ 感染性廃棄物（感染性病原体が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はこれらのおそれのある産業廃棄物をいう）。 

ウ 廃石綿等（廃石綿及び石綿が含まれ、又は付着している産業廃棄物をいう）。 

エ アからウまでに掲げる特定産業廃棄物以外の産業廃棄物のうち、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令（昭和四十八年総理府令

第五号）別表第一の各項の第一欄に掲げる物質を含むものであって、当該物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げる基準に適合しないもの

 

 

 

 

 

 

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
（昭和四十八年二月十七日総理府令第五号）
別表第一　（第一条、第三条関係）

第一欄 第二欄

アルキル水銀化合物 検出されないこと。

水銀又はその化合物 0.005㎎/L以下

2 カドミウム又はその化合物 0.3㎎/L以下

3 鉛又はその化合物 0.3㎎/L以下

4 有機燐化合物 1㎎/L以下

5 六価クロム化合物 1.5㎎/L以下

6 砒素又はその化合物 0.3㎎/L以下

7 シアン化合物 1㎎/L以下

8 ポリ塩化ビフェニル 0.003㎎/L以下

9 トリクロロエチレン 0.3㎎/L以下

10 テトラクロロエチレン 0.1㎎/L以下

11 ジクロロメタン 0.2㎎/L以下

12 四塩化炭素 0.02㎎/L以下

13 1，2‐ジクロロエタン 0.04㎎/L以下

14 1，1‐ジクロロエチレン 0.2㎎/L以下

15 シス‐1，2‐ジクロロエチレン 0.4㎎/L以下

16 1，1，1‐トリクロロエタン 3㎎/L以下

17 1，1，2‐トリクロロエタン 0.06㎎/L以下

18 1，3‐ジクロロプロペン 0.02㎎/L以下

19 チウラム 0.06㎎/L以下

20 シマジン 0.03㎎/L以下

21 チオベンカルブ 0.2㎎/L以下

22 ベンゼン 0.1㎎/L以下

23 セレン又はその化合物 0.3㎎/L以下

24 ダイオキシン類 3ng-TEQ/g以下

1
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次に支障除去対策で検討される支障除去の工法と工法別の効果について表1.4に示す。 

 

 

表1.4 支障除去の工法とその効果等 

生活環境保全上の支障 

汚染 

拡散 
分 類 対 策 工 法 名 廃

棄
物 

ガ
ス
等
気
体 

表
流
水 

浸
透
水 

飛
散 

浸
透
水
浸
透

地
下
水
汚
染 

法
面
崩
壊 

ア．掘削及び処理 掘削＋選別＋場外処分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

覆  土 土質系工法、シ－ト系工法 ─ ○ ○ △ ○ △ △ ○

遮 水 壁 
シ－ト、鋼矢板、地中連続壁

ソイルセメント壁、グラウト
─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─

浄 化 壁 透過性地下水浄化壁 ─ ─ ─ ○ ─ ○ ○ ─

水位制御工法 ─ △ ─ △ ─ ○ △ ─浸 透 水 

低 下 工 覆土等キャッピング工法 ─ ○ ○ △ ○ △ △ ─

水処理工 揚水＋水処理設備 ─ △ ─ ○ ─ ○ ○ ─

安定勾配切土、盛土整形 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ○

（
封 

じ 

込 

め
） 

汚 

染 

拡 

散 

防 

止 

対 

策 斜面対策 
土留工＋切土・盛土整形 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ○

自然浄化 △ △ ─ △ ─ ─ ─ ─
浄化促進 

浄化促進工法 ○ ○ ─ ○ ─ ─ ─ ─

イ
． 

原
位
置
で
の
浄
化
処
理 安 定 化 

促進対策 
固化・不溶化 不溶化工法 ○ △ ─ △ ○ ○ ─ ─

ウ．原位置覆土等 分別除去＋覆土等 ─ ○* ─ ─ ○* ─ ─ ─

 注） ○：直接効果がある。  △：二次的効果がある。  ─：適用対象外 

    ○*：有害産業廃棄物ではない場合に適用する。 

 

 

 次頁の表1.5に表1.4に示した各方法の概要を示す。 

 これらの方法は適用範囲が異なり、この中から廃棄物の量・種類・性状、および施工性等、ＲＤ処

分場問題の特徴を踏まえながら効果的、合理的な方法を選択する必要がある。 

 また、「イ．原位置での浄化処理」では対策工法も多様であり、複数の工法を効果的に組み合わせて

検討していく必要がある。 
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表1.5 環境省告示第104号２の(4)項ア、イに定める支障除去の工法の概要 

対 策 工 法 概  要 特  徴 留 意 事 項 

ア．掘削及び処理 掘削＋選別＋場外処理・処分 

・ 特定産業廃棄物を周辺環境に影響を及ぼさないように掘削し、

汚染されていない土壌等により埋め戻す。 

・ 掘削した特定産業廃棄物は種類ごとに十分に分別して、焼却、

溶融、中和等、種類に応じた適切な処理を行う方法。 

・特定産業廃棄物を処分場から取り除く。 

・掘削除去後の当該土地については、土地の形質等の変更があっ

ても支障が再発することがない。 

・掘削した廃棄物の処分先の確保が前提条件。 

・ 仮に処分先が確保できなければ掘削工事は困難となる。 

・ 廃棄物の撤去に際しては、水質が悪化する可能性があるため、

逸水を防止する等の措置を検討する必要がある。 

覆
土 

土質系工法、シ－ト系工法 
・ 処分場の表面や法面を土砂や遮水シ－ト等で覆うことで、雨水

の浸透量を低減して汚染地下水への拡散を防止する方法。 

・ 覆うことで表流水と廃棄物の接触を少なくする。 

・ 法面の侵食を防止する 

・ 汚染物質が粉塵となって飛散したり、ガスや悪臭を放散したり

するのを防ぎ、雨水の浸透による浸透水を介した土壌汚染を抑

制する。 

・ 衛生害虫獣の発生や繁殖防止、火災予防にも役立つ。 

・廃棄物地表面が沈下した場合は、適宜修復する等を行って被覆

状態を良好に維持する必要がある。 

・ 被覆材によって浸透抑制効果は異なる。抑制と同時に廃棄物の

安定化を促進するための通気型遮水材も開発されている。 

・ 特に雨水の浸透を防ぎたいときには、ベントナイトなどの粘土

層やゴムシ－トを施す。 

遮
水
壁 

シ－ト、鋼矢板、地中連続壁 

ソイルセメント壁、グラウト 

・処分場周囲の地中部に矢板や杭体、またはスラリ－カ－テンを

築造して、処分場内の浸透水または汚染地下水を封じ込めるこ

とで汚染地下水の拡散を防止する方法。 

・地下水や浸透水の流れを遮断する。 

・処分場内に流入する地下水量を抑制できるので、水処理施設が

小さくなる。 

・浸透する雨水を排除する必要があり、揚水や水処理施設が必要

となる。 

・広範囲に遮水壁を設置した場合、地下水の流れに障害を生じる

場合もある。 

浄
化
壁 

透過性地下水浄化壁 

・汚染地下水の通り道に、有害物質を吸着または分解する材料で

壁を設置して、この壁を透過する地下水中の有害物質を吸着除

去または分解することで汚染地下水の拡散を防止する方法。 

・有害物質を除去できるので、水処理の必要がない。 

・浄化壁は通水性であり、揚水の必要がない。 

 

・ 有害物質を選択的に吸着処理するため、支障の元となる有害物

質に対する有効性を事前に確認する必要がある。 

・ 吸着材料には黒ぼく等の自然の土質材料も用いられる。 

水位制御工法 

・処分場内の浸透水を揚水ポンプによって汲み上げ、浸透水の水

位を低下させることにより、地下水等への流出を抑制して汚染

地下水の拡散を防止する方法。 

・揚水が汚染されている場合は、別途、水処理が必要となる。 

・ 処分場内の水位を地下水位より低くして浸透水が流出するこ

とを防止する。 

・ 浸透水位の低下により、好気的環境が促進され、間接的にガス

発生を抑制する。 

・ 廃棄物層の透水性により揚水井の位置や数を決定する。 

・ 汚染された浸透水を放流するためには水処理施設が必要とな

る。 

・ 設備が比較的簡単であり、揚水の効果確認を行いながら、必要

に応じ暫時設備を増設することも可能である。 

浸
透
水
低
下
工 

覆土等キャッピング工法 

・透水性等の異なる土質材料を層状に設置して、表面水を処分場

外に導水して排除する。また、雨水が処分場内へ浸透すること

を防止することで汚染地下水の拡散を防止する方法。 

・通常の覆土効果に加えて、雨水浸透の防止と同時に、処分場内

からの有害ガスの発生と放散を抑制する効果も期待できる。 

・ キャッピング層内に浸透した雨水を集水するための勾配を付

す等、構造が難しいことに留意する必要がある。 

・ 勾配をとって周囲に逃がした雨水を排出するための排水溝等

が必要となる。 

水
処
理
工 

揚水＋水処理設備 

・ 廃棄物層または汚染された帯水層に井戸を設置し、浸透水や地

下水を揚水ポンプで汲み上げて、汚染した水を除去する方法。

・ 汚染した水は、水処理によって有害物質を除去する。 

・汚染された地下水の除去と同時に、汚染地下水の拡散防止を行

える。 

・浸透水位の低下により、好気的環境への移行が促され、間接的

ガス発生の低減も期待できる。 

・処理する有害物質によっては、処理費が嵩む。 

・水処理施設の維持管理が必要である。 

安定勾配切土、盛土整形 
・法面が崩落しないように法勾配を緩く整形して法面の安定性を

高める方法。 

・法面表面の盛土材料の流出を防止するとともに、表面に植生工

を行って景観の向上を図ることもできる 
・掘削した廃棄物の処理・処分方法を検討しておく必要がある。

汚 

染 

拡 

散 

防 

止 

対 

策 

（ 

封 

じ 

込 

め 

） 

斜
面
対
策 土留工＋切土・盛土整形 

・法面下に擁壁等の構造物を設置すると共に法面を整形する方

法。 

・構造物によって法面の崩落を防止する。 

・切土、整形に比べて崩落防止の効果は高い。 

・ 上記方法より掘削量を低減できるが費用が嵩む。 

・ 上記同様に掘削した廃棄物の処理・処分方法を検討しておく必

要がある。 

自然浄化 
・処分場内に通気管を設置して、処分場内を好気的雰囲気にする

ことで有害ガスの発生を抑制する方法。 

・処分場内を好気的雰囲気にして、浸透水の水質の改善や廃棄物

の分解を促進し、硫化水素等のガスを浄化する効果がある。 

・一般には浄化促進工法に比べ、浄化に長期間を要すると言われ

ており、支障除去達成までの期間が長い。 浄
化
促
進 浄化促進工法 

・空気や水、又は薬剤等を処分場内に注入し、廃棄物中の有害物

質等を抽出又は分解する方法。 
・自然浄化より支障除去達成が早い。 

・ 処分場外に注入物が流出しないような措置を検討する必要が

ある。 

・ 対象とする有害物質によっては適用できない場合もある。 

イ
． 

 

原 

位 

置 

で 

の 

浄 

化 

処 

理 

安 

定 

化 

促 

進 

対 

策 

固
化
・ 

不
溶
化 

固化・不溶化工法 
・セメントまたはパラフィン等を使用して、廃棄物を凝固し、有

害物質の溶出を抑制して地下水等への拡散を防止する方法。 

・ 固形物に対する実績は多く効果も大きい 

・処分場内の廃棄物を解けにくくして浸透水の汚染を防止する。 

・廃棄物は一般の土に比べて空隙が多いため、固化剤や不溶化剤

の量が通常の地盤改良土に比べて多くなる可能性がある。 

・ 固化・不溶化剤によっては有害物質の溶出が促進されることも

あるため、有害物質が複数ある場合は検討が必要である。 



資 料 １
 

- 7 - 

1.3 他府県事例の概要 

 

（１） 他府県で実施した支障除去対策の事例 

 

 産廃特措法に基づき平成15年以降、他府県で実施した特定支障除去等事業について古い順に列記す

る。 

 

表1.6 他府県で実施した支障除去対策の事例 

事案名 規模 
主な生活環境 

保全上の支障 

実施計画に対する環境 

大臣の同意時期 

１ 香川県豊島 562,000ｍ3 
土壌汚染・地下水汚染 

：廃棄物による 
Ｈ15.12.09 

青森・岩手県境

（青森側） 
671,000ｍ3 水質汚染：浸出水による Ｈ16.01.21 

２
青森・岩手県境

（岩手側） 
205,000ｍ3 

有害性廃棄物：不法投棄された

特定産業廃棄物 
（変更同意 Ｈ19.03.26）

３ 山梨県須玉町 130,000ｍ3 
崩落：埋立廃棄物による 

水質汚染：浸出水による 
Ｈ16.08.30 

４
秋田県能代処理

センタ－ 
1,010,000 ﾄﾝ 水質汚染：汚染地下水拡散 Ｈ17.01.21 

５ 三重県桑名 30,000ｍ3 水質汚染：汚染地下水拡散 Ｈ17.03.31 

６ 新潟県上越市 
木屑14,000ｍ3 

燃殻4,500 ﾄﾝ 

崩落：木くずによる 

水質汚染：燃え殻による 
Ｈ17.04.14 

７ 福井県敦賀市 1,190,000ｍ3 水質汚染：浸出液流出 H17.03.23 

８ 宮城県村田町 1,027,000ｍ3 
大気汚染：有害ガス放散 

水質汚染：浸出水による 
H19.03.26 

 

（２） 各事案の概要 

 

1) 香川県豊島の事案 

    土壌改良剤化材の汚泥処理に限定した処分場に、シュレッダーダストを主体に、製紙汚泥や

鉱さい、脱水ケ－キ、燃え殻等の廃棄物を、埋立量 562,000ｍ3、埋立面積 69,000ｍ2で埋立し

た事案である。 

支障は、「不法投棄された廃棄物に含まれる重金属類や有機塩素系化合物、ダイオキシン類

(最大39,000pg-TEQ/g)等の有害物質による土壌や地下水等周辺への汚染」としている。 

支障除去のため、遮水壁を設置して周辺への汚染拡散を防止しつつ、廃棄物を全量掘削し、

中間保管・梱包施設で一時保管した後に、コンテナトラックに積み込み、専用桟橋へ移動し、

対岸の直島へ海上輸送して直島の中間処理施設で破砕後、溶融処理している。 

 

 

 

 

 

2) 青森・岩手県境の事案 

青森県側は管理型産業廃棄物最終処分場に、青森県への届出容量・範囲を超える総埋立量

671,000ｍ3、埋立面積11haの範囲にわたって、焼却灰主体や、堆肥様物、RDF様物、汚泥主体

の廃棄物を埋立した事案である。 

支障は、「産業廃棄物に含まれる有機塩素化合物や有機物によって汚染された浸出水が周辺

環境に拡散することによって、農業用水源や水道水源が汚染される恐れがある。」としている 

支障除去のため、廃棄物を全量撤去することとし、作業中の周辺環境への汚染拡散防止のた

めに、遮水壁を設置して汚染水を揚水し、水処理するとしている。 

岩手県側は、青森県側の最終処分場の隣に、廃棄物を埋立量205,000ｍ3、埋立面積16ha規模

で埋立していた事案であり、最終処分場でない土地であることから不法埋立としている。 

支障は、最終処分場でない場所に廃棄物を処分したことから、全量が生活環境保全上の支障

に該当するとしている。 

支障除去のため、汚染拡散防止対策を行った後に、全量を掘削除去することとし、現場で選

別、保管した後に、県内の既存施設で焼却、焼成、溶融等の処理を行っている。 

 

 3) 山梨県須玉町の事案 

自社の安定型処分場に事業者の当初計画を超える、総埋立量130,000ｍ3、埋立面積5,830ｍ2の

範囲にわたって、廃プラスチック未破砕物を主体に埋立していたものである。 

支障は、処分場の法面勾配が急であることから「埋立廃棄物の飛散・流出（崩落）」としている。 

支障除去のために、斜面部を安定勾配に整形し直し、表面をシ－トで覆って雨水の浸透とガス

の放散を防止する。また、法面下部には大型土嚢を積み上げて土留めを行った。 

 

4)秋田県能代市の事案 

管理型最終処分場と安定型最終処分場に、汚泥やがれき類、燃え殻等を、埋立量1,010,000ト

ン、埋立面積12haで埋立した事案である。 

支障は、「産業廃棄物に起因する発ガン性の疑い等のあるＶＯＣを含む汚染地下水の処分場外

への滲出が長期にわたって続いており、環境基準を上回っている。」としている。 

支障を除去するため、「現場内処理」を基本とする汚水処理等の維持管理等の環境保全をおこ

なうとともに、遮水壁や揚水井戸を設置して汚染地下水の拡散を防止する対策を行った。 

 

5)三重県桑名市の事案 

自社の安定型処分場（ミニ処分場）に、建設廃材を主体（原因者報告）に総埋立量 30,000ｍ3、

埋立面積19,700ｍ2の範囲にわたって埋立した事案である。 

支障は、「近接している嘉例川は農業用水として利水されており、下流で合流する員弁川は桑名

市の水道水源である。これらの河川には漁業権が設定されている。汚染物質が河川に流出するこ
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とになれば、生態系への影響や生活環境の保全上重大な支障を及ぼすだけでなく、人の健康への

影響も懸念される状況にある」としている。 

支障除去のため、現位置での汚染の修復手法として、鉛直遮水壁と地下水揚水循環法を実施し

た。 

 

6) 新潟県上越市の事案 

14,000ｍ3の木屑と4,600tの燃え殻を保管した中間処理施設での一時保管量の違反である。 

支障は、保管基準を超える「廃棄物が場外への飛散流出する恐れがある。また、燃え殻の流出

により潅漑用の溜め池等の水質・底質に影響を及ぼし、農業へ影響を及ぼすこと。また、周辺へ

飛散することにより、近接観光地や隣接民有地等への影響を及ぼす恐れがある。」としている。 

この事案では、本来処分場ではない場所での保管基準の違反によるものであることから、支障

の除去の方法としては、木くずは崩落防止のために選別および一部撤去したあと成形を行い、燃

え殻については全量撤去を行っている。 

 

7) 福井県敦賀市の事案 

管理理型産業廃棄物最終処分場に、福井県への届出容量・範囲を超える総埋立量1,190,000ｍ3、

埋立面積 80,000ｍ2 の範囲にわたって、汚泥、シュレッダーダスト、燃え殻等の産業廃棄物や、

焼却灰や不燃性廃棄物の一般廃棄物を埋立した事案である。 

支障は、「管理型最終処分場から漏出した排水基準を超える浸出液が、農業用水や下流域の水源

井戸の涵養源となっている木の芽川に流出し、下流域の農作物や井戸水等へ影響を及ぼす恐れが

ある。」としている。 

支障除去のため、「処分場全周を遮水壁で囲み、雨水の浸透を抑制するキャッピングを行う漏水

対策と、廃棄物の自然浄化を中心に、水、空気の注入による浄化促進を行う。」としている。 

 

8) 宮城県村田町の事案 

安定型産業廃棄物最終処分場に、宮城県への届出容量・範囲を超える総埋立量 1,027,000ｍ3、

埋立面積 87,500ｍ2 の範囲にわたって、がれき類、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず等の不燃

物を主体に、紙くず、木くず、繊維くず等の安定品目以外の品目を混入して埋立した事案である。 

支障は、処分場周辺に民家が近接していることから、「有害ガス及び悪臭による支障等」と、現

段階では処分場直近の地下水は地下水環境基準を満たしており、直ちに対策を要するものとはな

らないが、安定型処分場として、遮水シートや水処理施設のない構造を勘案すれば、地下水経由

による生活環境保全上の支障が生じるおそれがあることから「浸出水拡散による支障等」として

いる。 

支障除去のため、廃棄物層内への雨水の浸透を防止するため、多機能性覆土や雨水排水を行う。

また、浸出水の拡散を防止するため、遮水壁及び透過性反応浄化壁を設置するとしている。 
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表1.7(1) 主な原状回復支援事業 
Ｎo 事案の名称 規模等(届出数値) 生活環境保全上の支障 支障の内容 基本方針の概要 

１ 香川県土
庄町豊島 

処分業(土壌改良剤化

処分に限定) 

・埋 立 量： 

562,000ｍ3 

・埋立面積： 

69,000ｍ2 

有害廃棄物に起因する浸出水が敷地外に流出し、周辺土壌・地下水を汚染している ﾀ゙ ｲｵｷｼﾝ(39ng-TEQ/g,28ng-TEQ/L), ヒ素(100mg/kg,0.19mg/L), 
PCB(58mg/kg,0.078mg/L),鉛(14,000mg/kg,26mg/L), 
ｶﾄﾞﾐｳﾑ,六価ｸﾛﾑ,総水銀,ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,1.3-ｼﾞｸﾛﾛ
ﾌﾟﾛﾍﾟﾝ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝなどの多種多様な重金属・有機塩素系化合物
が大量に存在 

措置命令の主な内容 

・事業場の北海岸沿いに基盤層に達する鉛直止水壁を施工すること 

・事業場への雨水の流入を防止するため雨水排水施設を設置すること 

（青森県） 

最終処分場 

（一廃、産廃） 

中間処理施設 

（堆肥化） 

・埋 立 量： 

671,000ｍ3 

(427,800ｍ3) 

・埋立面積： 

11ｈa(10.69ｈa) 

産業廃棄物に含まれる有機塩素化合物や有機物によって汚染された浸出水が周辺環境に拡散する

ことによって、農業用水源や水道水源が汚染される恐れがある。 

本件現場は、馬淵川水系の上流部に位置し、万が一、現場から汚染が拡散すれば流域の水質、土

壌に等の周辺環境に支障が生じるおそれがある。 

(廃棄物) ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ, 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ,
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ,ﾀﾞｲｵｷｼﾝ 
(地下水)硝酸+亜硝酸性窒素(14mg/L),ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀ
ﾝ(9.5mg/L), 1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(0.12mg/L),ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
(0.84mg/L),ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(2.0mg/L), ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ﾀﾞｲｵｷ
ｼﾝ(4.7ng-TEQ/L),1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,四塩化炭素,ﾎｳ素,ﾌｯ素 

・馬淵川水系の環境保全を目的に、汚染の拡散防止を最優先することを基本方

針とする。 

・不法投棄現場が周辺の土壌環境と同等となるよう原状回復対策を早急に実施

するため、廃棄物及び汚染土壌は全量撤去を基本とする。 

２ 

 

 

 

 

 

岩手・青

森県境不

法投棄事

案 

（岩手県） 

収集・運搬業 

 

 

投棄禁止違反 

・埋 立 量： 

205,000ｍ3 

・埋立面積： 

16ｈa 

本県側現場に最終処分場は存在せず、本現場内に存在する特定産業廃棄物はすべてが不法投棄さ

れたものであることから、本事案は「生活環境の保全上の支障」に該当するものである。 

本現場には高濃度の揮発性有機化合物や重金属及びﾀﾞｲｵｷｼﾝ類による汚染が確認されている。ま

た、医療系廃棄物を混合した特定産業廃棄物が場内に多く投棄されている。 

当該廃棄物及び土壌は特定産業廃棄物等に該当する。 

・最終処分場以外の場所での不法投棄(法第16条違反) 
・地下水基準を大きく超える主な有害物質 
硝酸+亜硝酸性窒素(62mg/L),鉛(0.083mg/L) 
BOD(4800mg/L), COD(1700mg/L),T-N (690mg/L), 
T-P (52mg/L),ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ, ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ,ﾎｳ素,ﾌｯ素,ﾀﾞｲｵｷｼﾝ 

・ 最終処分場ではない一般地に不法投棄した廃棄物は支障物として全量撤去

する 

３ 須玉町日
向処分場 

安定型自社廃棄物処

分場 

（安定５品目） 

・埋 立 量： 
130,000ｍ3 
(29,999ｍ3) 
・埋立面積： 
5,838ｍ2(2997ｍ2) 

法面は廃棄物が露出しており、その法面勾配も著しく急勾配である。また、下流民地側約400ｍに

渡って廃棄物が流出している。 

県の水質検査においては生活環境の保全に支障を与える数値は検出していないが、処分場下流域

の住民からは、県に対し浸出水等の改善を求める陳情書が提出されている。 

・廃棄物の崩壊 
廃棄物を30ｍの高さで、最大90°の急勾配で埋立 
・悪水の流出 
ビスフェノ－ルＡ28,000μg/L(基準無し) 

・埋立廃棄物の飛散・流出（崩落）防止措置 
・処分場への雨水浸透防止による浸出水に起因する水質汚濁の防止 
また、処分場からの浸出水の水質検査からは有害産業廃棄物に起因する物質
が生活環境の保全上支障となるような数値では検出されていないことから、特
定支障除去等事業の対象となる廃棄物には有害産業廃棄物は含まれていない
と判断。 

４ 能代産業
廃棄物処

理センタ

ー不適正

処分事案 

管理型最終処分場 

安定型最終処分場 

中間処理施設 

（廃油等の焼却） 

・埋 立 量： 

1,010,000ｔ 

・埋立面積： 

12ｈa 

平成10年以前に不適正に埋立処分された産業廃棄物に起因する発ガン性の疑い等のあるＶＯＣを

含む汚染地下水の処分場外への滲出が長期にわたって続いており、環境基準を上回っている。 

・地下水基準を超える主な有害物質 
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ(0.86mg/L),トリクロロエチレン(0.57mg/L) 
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ(2.65mg/L),1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ(0.86mg/L), 
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ,ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ,ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,1,1-
ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

地域の環境保全を図るため、環境保全対策部会の提言や国の行政処分に関す

る通知を踏まえ、「現場内処理」を基本とする汚水処理等の維持管理等の環境

保全対策を行うとともに、汚染地下水による支障の除去をするための汚染拡散

防止対策を講ずる。 

５ 桑名市五
反田地内

環境修復

事業 

安定型自社最終処分

場 

 

許可不要の小規模処

分場 

投棄禁止違反 

・埋 立 量： 

30,000ｍ3 

・埋立面積： 

19,700ｍ2 

近接している嘉例川は農業用水として利水されており、下流で合流する員弁川は桑名市の水道水

源である。これらの河川には漁業権が設定されている。汚染物質が河川に流出することになれば、

生態系への影響や生活環境の保全上重大な支障を及ぼすだけでなく、人の健康への影響も懸念され

る状況にある。 

・基準を超える主な有害物質 
(廃棄物)ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ, 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀ
ﾝ,1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 
(地下水)ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 
(浸透水) ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ, 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 

不法投棄現場の汚染修復については、次の理由から全量撤去は現実的には困
難であり原位置（オンサイト）で処理することとする。 
①投棄された廃棄物に含有される有害物質が複合的であり、投棄された量も多
いことから、受入施設が極めて少なく、処分先が三重県内にはなく、県外へ
の搬出が必要であることから、処理に長期間を要し、また、膨大な経費がか
かること。 
②現場からの搬出に伴う二次汚染の発生等が懸念されること。 
③掘削除去にあたり、有害物質がガス化したり、地下水中に拡散することが懸
念されること。 

６ 上越市三
和区宮崎

新田 

中間処理施設（破砕） 

保管基準違反 

・埋 立 量： 
14,000m3(木くず) 
4,600ｔ(燃え殻) 
（許容保管量70t） 

木屑が約13ｍに積み上げられており、保管基準を超え、場外への飛散流出する恐れがある。また、

燃え殻の流出により潅漑用の溜め池等の水質・底質に影響を及ぼし、農業へ影響を及ぼすこと。ま

た、周辺へ飛散することにより、近接観光地や隣接民有地等への影響を及ぼす恐れがある。 

・廃棄物の保管基準違反 
木くずの積上高約13ｍで,最大斜度が50度以上の勾配 

・木屑の選別及び一部撤去による崩落防止対策 

・燃え殻の全量撤去による飛散・流出防止措置 

７ 敦賀市民
間最終処

分場 

管理型最終処分場 

（産廃、一廃） 

・埋 立 量： 
1,190,000ｍ3 
(197,998ｍ3) 
・埋立面積： 
80,000ｍ2 

(16,817ｍ2) 

管理型最終処分場から漏出した排水基準を超える浸出液が、農業用水や下流域の水源井戸の涵養

源となっている木の芽川に流出し、下流域の農作物や井戸水等への影響を及ぼす恐れがある。 

・排水基準を超える主な有害物質 
保有水：水銀,ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ,砒素,鉛(0.04mg/L),ﾍﾞﾝｾﾞﾝ,ﾌｯ素,ﾎ
ｳ素,ﾀﾞｲｵｷｼﾝ,BOD,SS,T-N, n-ﾍｷｻﾝ抽出物質,溶解性鉄,溶解
性ﾏﾝｶﾞﾝ,銅,亜鉛,大腸菌群数 
地下水：鉛,砒素,ﾀﾞｲｵｷｼﾝ,BOD,SS,T-N,n-ﾍｷｻﾝ抽出物質, 溶
解性鉄,溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ,ﾋﾞｽﾌｪﾉ-ﾙ A 

① 現状の調査結果を踏まえて次の基本方針を表明している 

① 廃棄物撤去の必要性はないこと 

② 木の芽川への浸出水の漏水を防止する必要があること。 

③ 遮水壁による漏水防止は可能であること。 

④ 遮水ｼ-ﾄからの浸出液の漏水を抑制するため保有水の水位を低下させる必要がある

こと。 

⑤ 処分場の崩壊の危険性はないこと。 

８ 村田町竹
の内地区

産業廃棄

物最終処

分場 

安定型最終処分場 

中間処理施設（焼却） 

・埋 立 量： 

1,027,000ｍ3 

(354,435ｍ3) 

(区域外214,996ｍ3) 

・埋立面積： 

87,500ｍ2 

(67,398ｍ2） 

硫化水素については、民家が直近に位置するという本処分場の特殊性から低濃度であっても生活
環境保全上の支障が発生するおそれがある。 
悪臭については、敷地境界において宮城県の悪臭防止法規制地域での敷地境界規制基準（臭気指
数15）を超える臭気が検出されており、民家が直近に位置するという本処分場の特殊性からも生活
環境保全上の支障がある。 
 廃棄物については土壌含有量基準及び土壌環境基準（＝土壌溶出量基準）を、廃棄物層内の保有
水については地下水環境基準を超過する項目があることから、これらが廃棄物層から周辺へ拡散し
た場合は生活環境保全上の支障が生じるおそれがある。 
現段階では処分場直近の地下水は地下水環境基準を満たしており、直ちに対策を要するものとは
ならないが、安定型処分場として、遮水シートや水処理施設のない構造を勘案すれば、地下水経由
による生活環境保全上の支障が生じるおそれがある。 

(有害ガス及び悪臭) 
硫化水素1,400ppm(>0.02ppm),臭気指数16(>15) 
(廃棄物)該当なし 
(土壌環境溶出量)鉛,総水銀,砒素,ふっ素,ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(土壌環
境含有量)鉛,ｶﾄﾞﾐｳﾑ 
(地下水)地下水基準を超える物質は不検出であるが、鉛や砒素が
検出されることがある。また、自然界に存在しないｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ等も確
認された時期もある。 
(浸透水)ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ,砒素,ﾌｯ素,ﾎｳ素,ﾀﾞｲｵｷｼﾝ,BOD 

当該処分場に埋め立てられている廃棄物は、有害産業廃棄物の判定基準を超

える有害物質等を含む性状にはならないことから産業廃棄物を撤去する必要

はないと判断し、「有害ガス及び悪臭並びに浸出水拡散による生活環境保全上

の支障等」を除去するために、現況の環境を保持しながら雨水浸透防止による

「ガス発生抑制策」及び必要に応じた「汚染された浸出水の拡散防止対策」を

実施するものとする。 
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表1.7(2) 主な原状回復支援事業 

番号 事案の名称 廃棄物 支障除去の方針 対応方法 

廃棄物除去 廃棄物撤去、場外搬出・溶融処分 

雨水浸透防止 表面キャッピングと雨水排水 

１ 香川県土庄町豊島 ｼｭﾚｯﾀﾞｰﾀﾞｽﾄ、廃液、廃油、製紙汚泥、

鉱さい、脱水ｹ-ｷ、燃え殻等 

漏水防止 鉛直遮水壁と揚水、揚水の循環処理 

掘削及び処理 

廃棄物除去 掘削及び処理 

雨水浸透防止 キャッピング 

青森側 燃え殻、汚泥、廃油、RDF様物等 

地下水汚染拡散防止 遮水壁、浸出水集排水、水処理施設 

廃棄物除去 廃棄物撤去、選別施設、場外搬出・委託焼却処分 

２ 

 

 

 

岩手・青森県境不法投棄事案 

 

岩手側 同上 

地下水汚染拡散防止 キャッピング、雨水排水、水処理施設 

法面整形し急斜面箇所の廃棄物を除去 廃棄物の飛散流出(崩落)防止 

法面に遮水シ－ト敷設、シ－ト上部に覆土＋種子吹付け 

シ－ト敷設による雨水浸透防止 

３ 須玉町日向処分場 主に廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

浸出水による水質汚濁の防止 

排水工を設置し、表面水の速やかな排除 

掘削及び処理 

浸出水拡散防止対策 遮水壁、地下水低下用揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 

浸出水水質対策 既存の浸出水処理を継続運転 

４ 能代産業廃棄物処理センター不適正処分場 ｼｭﾚｯﾀﾞｰﾀﾞｽﾄ、廃油、燃え殻、汚泥 

ﾀ-ﾙﾋﾟｯﾁ、廃ﾌﾟﾗ、鉱滓、煤塵、廃石綿

くず（紙、繊維、ｶﾞﾗｽ・陶磁器） 

動物性残渣、がれき等 

浸出水量低減対策 遮水壁、キャッピング 

原位置浄化処理 

廃棄物浄化  

水処理、水循環施設 汚染拡散防止 

遮水壁 

５ 桑名市五反田地内環境修復事業 汚泥、燃え殻、鉱さい等混合廃棄物 

(廃油,廃有機溶剤混じり） 

地下水浄化 水処理、水循環施設 

キャッピング 

原位置浄化処理 

崩落による場外飛散流出防止 選別一部撤去整形 ６ 上越市三和区宮崎新田 木屑 

燃え殻 ため池の水質・底質汚染防止 燃え殻の全量撤去 

掘削及び処理 

浸出水拡散防止対策 遮水壁、カ－テングラウチング、水処理 

浸出水質対策 水処理施設 

浸出水量低減策 遮水壁、カ－テングラウチング、キャッピング 

７ 敦賀市民間最終処分場 燃え殻、汚泥、鉱さい、煤塵、木くず、

動植物性残渣、陶器くず等混合廃棄物

廃棄物の浄化促進 地下水低下揚水ポンプ、水注入洗浄、空気注入浄化促進 

原位置浄化処理 

浸出水拡散防止対策 遮水壁、透過性反応浄化壁 ８ 村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場 安定５品目、木くず、紙くず 

段ボール類の易燃性物質 

混入量1.76％～6.04％ 

有害ｶﾞｽ･悪臭の発生抑制 多機能性覆土 

原位置浄化処理 
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1.4 ＲＤ処分場の対応策検討の考え方 

 

（１） 生活環境保全上の支障除去の目標設定について 

 

① 汚染地下水拡散防止 

 廃棄物に起因するKs2層の地下水汚染は、地下水の流動とともに周辺に更に拡散し、下流側の地下

水の利水に影響を及ぼすおそれがあることから、浄化目標値を定めて汚染地下水の拡散を防止する。 

・廃掃法における「浸透水の基準」 

・廃掃法における「周縁地下水の基準」 

・地下水の水質に係る環境基準 

 

② 西市道側法面崩落防止 

 処分場西市道側の法面は1：0.5の急勾配であり、法面勾配目標値を定めて崩落を防止する。 

・1：1.6 （県の指導） 

 

③ 廃棄物飛散・流出防止 

 覆土して廃棄物の飛散や流出を防止する。 

・廃掃法における覆土層厚 50cm 

 

④ 硫化水素等ガス放散防止 

 廃棄物層内部では嫌気状態が継続し、硫化水素等のガスが大気中に放散するおそれがあることか

ら、硫化水素等ガスの放散を防止する。 

 

 

⑤ 焼却炉内焼却灰（ダイオキシン類）飛散防止 

 旧焼却炉内の焼却灰（ダイオキシン類）の飛散を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 支障を除去する方法を選定する上で考慮する一般的な事項 

 

１） 安全性 

 対策工によっては廃棄物地盤を乱すことから、引火性ガスの発生や、汚水の表出、地盤の変状に伴

う崩落が考えられる。このため、作業員の安全等について十分に配慮して対策実施に伴う二次汚染等

の防止などに十分配慮する必要がある。 

 

２） 周辺環境への影響 

 処分場の立地条件等によっては、工事中の周辺環境への影響について十分に配慮する必要があるが、

配慮すべき点について以下に例示する。 

・ 人家に近い場合には、工事中に発生する騒音・振動およびガスの湧出に

よる悪臭の発生。 

・ 水道等水源が周囲にある場合には、工事中に発生する濁水等の流出。 

・ 地下水の流れを制御する場合には、地下水質の変化や地盤沈下の発生。

・ 気象条件によっては、粉塵の発生および濁水等の流出。 

・ 廃棄物の流出による周辺道路への被害。 

・ 工事関係車両による周辺道路への交通への支障。 など 

 

３） 適切な実施時間 

 汚染拡散を早期に防止するため、可能な限り短期間で処理をおこなえること。 

 

４） 経済性 

 可能な限り低コストであることが望ましい。しかしながら、安全性などの他の要件と相反する面も

あるため、その他の要件とのバランスを考慮していること。 
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表1.8 具体的工法の一覧（1/2） 
支障除去 
の目標 

支障除去の方法 具体的の手法 対策工法 概要 特徴 留意事項 

廃棄物の全量撤
去 

撤去 

全量を掘削し、焼却、溶融、中和
等の処理を行って処分する方法。

・ 全ての支障や支障の恐れを取り除くことができる。 
・ 工事完了後の支障除去の効果は他の方法と比べて大きい 
・ 工事完了後に、廃棄物の取残しがないことを確認できる。 
・ 分別困難な除去でも除去することができる。 

・ 掘削により廃棄物を乱し、ガス、汚水、粉塵等の発生や飛散を増大する。 
・ 廃棄物の運搬ル－ト沿いでの周辺環境に影響を及ぼす。 
・ 掘削量と同量の土砂を搬入して埋め戻す必要がある。 
・ 除去しなくても良い廃棄物まで除去するため除去量は多くなる。 
・ 除去した廃棄物の受入れ先や処理先、処分先等がないと工事は困難となる。 
・ 一般に他の方法に比べて最も費用が嵩む 

汚染原因廃棄物
の除去 

廃棄物の一部撤
去 

分別撤去 

支障の原因となる廃棄物を特定
し、その埋立範囲を明らかにして
上記の掘削、処理・処分を行う方
法。 

上記の特徴と同様であるが、汚染の原因となる廃棄物のみを取り出す
ので、 
・処分場を乱すことが少なく、環境影響が小さく、費用も上案に比べ
て安くなる。 

上案の留意事項と同じであるが、一般的にリスクは小さくなる。更に 
・支障の原因となる廃棄物の場所を特定する調査方法について検討が必要がある
・支障の原因となる廃棄物のみ分別できる技術的手法を検討する必要がある 

廃棄物中の有害
物を溶けにくく
する 

廃棄物の固化、不
溶化 

セメントまたはパラフィン等を使
用して、廃棄物を凝固し、有機物
質の溶出を抑制して地下水等への
拡散を防止する方法。 

・ 廃棄物を安定化する効果がある。 
・ 廃棄物を掘削しないため周辺環境への影響は少ない。 
・ 汚染の原因となる廃棄物のみに実施すれば効率的である。 
・ 浸透水への有害物の溶出を減らし、ガスの生成も抑制する 
・ 有害物の移動を抑制するため飛散を抑制する 

・廃棄物の周囲に十分に材料を行き渡らせる種類や方法を検討する必要がある。
・固化剤や不溶化剤の種類と注入・添加方法の検討が必要である。 
・ 有害物質の溶出が促進されることもあるので、有害物質が複数ある場合は検討
が必要である。 

 
浸透水を汚染さ
せない 

廃棄物中の有害
物を無害化する 

有害化学物質の分
解 

空気や水または薬剤等を処分場内
に注入し、廃棄物中の有害物質抽
出または分解する方法。 

・ 廃棄物を安定化もしくは無害化する効果がある 
・ 環境への影響を小さくしながら安定化・無害化が可能である 
 

・廃棄物の種類によって浄化効果や効果発現も異なるため、検討が必要である 
・処分場外に注入物が噴出や漏出させない措置が必要である。 
・国内での施工実績は少ない 

浸透水の浄化 
浸透水の汲上・
浄化 

水処理 
廃棄物層に井戸を設置して浸透水
を揚水ポンプで汲み上げて、汚染
した浸透水を除去する方法。 

・ 浸透水の水位を下げて地下水への流出を防止できる。 
・ 揚水により浸透水量を減らすことでガスの生成を低減できる。 
・浸透水を汲み上げることで浸透水の移動を抑制する。 

・ 廃棄物層の透水性が集水能力に関与するので、事前に透水性を把握する必要。
・ 揚水量の変動に関わらずに安定的な処理を行う手法を検討する必要がある。 
・ 処分場の全域に適用するためには、ポンプの設置数が非常に多くなる。 

地下水の浄化 
地下水の汲上・
浄化 

水処理 

汚染された帯水層に井戸を設置し
て地下水を揚水ポンプで汲み上げ
て、汚染した地下水を除去する方
法。 

・汚染地下水を直接的に除去して汚染地下水量を低減できる。 
・地下水の流れを抑制し、汚染地下水の拡散を低減できる 

・ 揚水量の変動に関わらずに安定的な処理を行う手法を検討する必要がある。 
・ 効果的に汚染地下水を汲み上げるには、地下水の流れを調査して検討する必要
がある。 

・ 設置場所によっては、汚染されてない地下水を汲み上げることとなる。 

地下水の汲上 バリア井戸 

汚染地下水の下流部に揚水井戸を
並べて、汚染地下水する水をくみ
上げることで処分場外への地下水
汚染の拡散を防止する方法。 

・汚染地下水の流れを抑制したり、止めることができる。 
・設置規模が小さいため、周辺環境への影響が小さい。 
・井戸を効果的に配置すれば費用は安くなる。 

・ 揚水した汚水を浄化・放流するため水処理施設が必要。 
・ 地下水汚染が継続すると、運転期間が長くなり費用が嵩む可能性がある。 
 

地下水の処分場
外への漏水防止 

地下水の流動制
限 

遮水工 

処分場周囲の地中部に矢板や杭体
やスラリ－カ－テンを築造して、
処分場内の浸透水または汚染地下
水を封じ込めることで汚染地下水
の拡散を防ぐ方法。 

・遮水壁により、地下水の外部への流出を阻止することが可能である
・周辺から過剰な地下水の流入を抑制することも可能である。 
・ 処分場内への地下水流入量が減るため、水処理を小さくできる。
・ 地下水のみずみちが明らかであれば、経済的に地下水の流れを止
めることができる 

・ 地下水の流れを止めることで上流側水位が上昇するので揚水や水処理施設が
必要となる。 

・ 広範囲に遮水壁を設置した場合、地下水の流れに障害を生じる場合もあるので
障害の程度を検討する必要である 

・ 地下水汚染が継続すると、運転期間が長くなり費用が嵩む可能性がある 

雨水等の浸透防
止 

キャッピング 

処分場表面を土質系またはシ－ト
系材料で覆って、雨水の浸透を抑
制する方法。 

・ 比較的簡易な方法で、ガスの放散や廃棄物の飛散を防止できる。
・雨水の浸透を制御して浸透水量を減らし、結果的に地下水の汚染を
防止できる 

・被覆材によっては浸透防止効果は異なる。 
・安定化を促進するための通気型遮水材も開発されている 
・ 廃棄物の減容化に伴い地表面が沈下する可能性があるため、修復する等の検討
が必要である。 

汚染地下水
の拡散防止 

地下水、浸透水
の水量低減 

雨水等の早期排
除 

表面水排除工 

処分場周囲に排水溝等を配置し
て、処分場からの表面水を場外へ
排出したり、透水性等の異なる土
質材料を層状に設置し、表面水が
処分場内へ浸透することを防止す
る方法。 

・ 上案と同様にガスの放散や廃棄物の飛散を防止するとともに、表
流水を集めて処理するため浸透水量の低減にもなる。 

 

・浸透した雨水を集水するために地層に勾配を付す等の造成形状や、処分場周囲
に集水した雨水を排除するための排水設備に検討しておくことが必要である。
・比較的新しい工法であり実績は少ないので検討が必要である 



資 料 １
 

- 13 - 

表1.8 具体的工法の一覧（2/2） 
支障除去
の目標 

支障の防止方法 具体の手法 対策工法 対策の概要 
特徴 留意事項 

雨水等の浸透防
止 

キャッピング 
法面表面を土質材料で覆って、雨水の浸透を防
止して浸食等を防ぐ方法。 

・表面水の浸透を防止して、法面の侵食を防止し、法面
の崩壊を防止する。 
・費用は安い 

・ 廃棄物の沈下に伴う法面が変状が顕著に現れるため、適宜維持管理する必要が
ある。 

・掘削した廃棄物の処理・処分方法を検討する必要がある。 

雨水等の早期排
除 

表面水排除工 

法面周囲に排水溝を設置して法面に表流水が
流入することを防止する方法。 

・ 法面上に表流水が流入することを防止し、流入する表
流水が法面を侵食することを防いで、結果的に法面の
崩落を防止する。 

・ 費用は安い 

・廃棄物の沈下により、水路が変状する可能性があり、検討が必要である。 
・周辺の地形の変化や放流先を確認し、効果的な配置を検討する必要がある。 

植生による法面
の保護 

植生工 
法面の侵食や崩落を防止するため、表面を芝等
で被覆する方法。 

・ 上記各案より雨水の浸透防止効果が高く、最終的に法
面の崩落を防止する効果がある。 

・ 緑化は景観的に優れる 

・廃棄物地盤に強い種類を選定する必要がある。 
・ 掘削した廃棄物の処理・処分方法を検討しておくことが必要である。 
・ 上記案より費用は嵩む。 

雨水の作用を受けな
いにする 
 

構造物による法
面の保護 

法枠等 
法面の崩落を防止するため、表面にコンクリ－
ト吹きつけ等の構造体を設置する方法。 

・ 上記案より法面の崩落を防止する効果は高い。 
 

・ 法面を整形掘削した土砂や廃棄物の処理・処分方法について検討しておく必要
がある。 

・ 工事費が上記案より嵩む 

不安定状態の改
善処置 

法面勾配の安
定化 

法面が崩落しないように法勾配を緩く整形し
て法面の安定性を高める方法。 

・ 汎用性の高い一般的な工法であり、法面の崩落を防止
できる。 

・ 掘削廃棄物を場内に仮置きできれば工事費は安い 

・廃棄物を掘削するため、周辺環境へ影響が及ぶ可能性を検討する必要がある 
・掘削した廃棄物の処理・処分方法を検討しておく必要がある。 

西側法面
の崩壊防
止 

崩壊の防止 

 
崩落防止構造
物 

法面下に擁壁等の構造物を設置すると共に法
面を整形する方法。 

・構造物による一般的な方法であり、崩落を防止する効
果は最も高い 

・ 上記方法より掘削量は少ないが、掘削した廃棄物の処理・処分方法を別途検討
しておくこくことが必要となる。 

・上記案より費用は高くなる 

廃棄物の
飛散防止 

覆う 
露出廃棄物を覆
う 

キャッピング 
処分場表面を土質系またはシ－ト系材料で覆
って、雨水の浸透を抑制する方法。 

・廃棄物の飛散を防止し、表面水の浸透を防止できる 
 

・対象施設の維持管理に長期間を要するため検討が必要である。 
・廃棄物の安定化に伴う地表面変化が生じる可能性があるため、適宜覆土を修復
することを検討する必要がある。 

硫化水素を空気
中に放散しない 

キャッピング 
処分場表面を土質系またはシ－ト系材料で覆
って、ガスの表出を抑制または防止する方法。

・被覆材によりガスの放散や表出を防止できる。 ・廃棄物の安定化に伴う地表面変化が生じる可能性があるため、適宜覆土状態を
確認し修復する必要がある。 

ガスの放散を防止す
る 硫化水素の生成

を抑制する 
空気孔設置 

空気孔で処分地内に空気を取り込み硫酸塩還
元細菌を減らして硫化水素の生成を抑制する
方法。 

・硫化水素ガスの生成を抑制する効果がある ・ガス濃度が低い場合は効果があることから、現状のガス濃度を見ながら適用性
を検討する必要がある。 

硫化水素ガスを集ガス管等で集めて、ゼオライ
トや活性炭で吸着処理する方法。 

・硫化水素ガスの放散や表出を抑制する効果がある 
 

・吸着効果に持続性がないため吸着剤の入替え頻度等を検討する必要がある。 
・ガス濃度と施設の必要性を比べる検討が必要である 
・ガスの水分量によって処理効果等への影響があるため、検討が必要である。 
・ガス濃度の低下により不要となることが想定されるため施設の使用期間と費用
を検討する必要がある 

硫化水素
等のガス
を抑制 

ガスを処理する 
発生した硫化水
素を集めて処理
する 

集ガス・処理 

硫化水素ガスを集ガス管等で集めて、薬剤等を
散布して処理するとともに、洗浄水は水処理施
設で処理する方法。 

・硫化水素ガスの放散や表出を抑制する効果がある 
 

・水処理の規模や薬剤の搬入頻度等を含めた施設の必要性を検討する必要がある。
・ガス濃度の低下により不要となることが想定されるため施設の使用期間と費用
を検討する必要がある 

焼却灰を落とす 洗浄 
支障を確認した焼却灰が、洗浄に耐える強度を
有している場合は、洗浄により焼却灰を除去し
て飛散を防止する方法。 

・ 焼却灰を確実に除去して飛散を防止できる。 
・ 既存施設を乱す範囲が狭いので、作業中の危険度を低
減して、作業環境や周辺環境を保全できる。 

・洗浄水圧が高いことから、水圧に耐える構造であることを確認する必要がある。
・ 洗浄水を集めて処理する施設が必要である。 
・適用できるケースが限られる場合があり、検討する必要がある 

被覆 

支障を確認した焼却灰表面を被覆材等でカバ
－して焼却灰の飛散を防止する方法。 

・ 焼却灰の遊離・飛散を防止できる。 
・ 上記案と同様に環境への影響は少ない方法である 
・ 上記案のような水処理が不要である。 
・作業場の構造強度が多少小さくても適用できる。 

・適切な被覆材（塗布剤やシ－ト材等）を検討する必要がある。 
・焼却灰が残るため、閉塞等の被覆効果について検討する必要がある。 
・作業員が進入できない所等、適用できるケースが限られる場合があり、検討す
る必要がある。 

焼却灰の
飛散防止 

焼却灰の飛散を防止
する 

焼却灰を覆う 

閉塞 

焼却灰が飛散する経路となる開口部を塞いだ
り、焼却灰の溜まり部分等を充填して飛散を防
止する方法。 

・ 作業の安全性が高い方法である。 
・ 焼却灰の飛散を防止できる。 
・ 環境への影響は少ない方法である 
・水処理が不要である。 

・ 焼却灰が残るため、閉塞等の被覆効果について検討する必要がある。 
・ 適用できるケースが限られる場合があり、検討する必要がある。 
・ 支障となる焼却灰であることを確認する必要がある 
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表1.9 ＲＤ処分場における支障除去の工法とその効果等 

 

 

ＲＤ処分場における 

生活環境保全上の支障 

 

 

 

 

 支障除去の方法 

分類 具体的手法 対策工法 

汚
染
地
下
水
の
拡
散
防
止 

西
側
法
面
の
崩
壊
防
止 

廃
棄
物
の
飛
散
防
止 

硫
化
水
素
等
の
ガ
ス
を
抑
制 

焼
却
灰
の
飛
散
防
止 

撤去 ○ ○ ○ ○ ─ 
ア．掘削及び処理 掘削＋選別＋場外処分 

分別撤去 ○ ○ ○ ○ ─ 

覆 土 土質系工法、シ－ト系工法 覆 土 △ ○ ○ ○ ─ 

遮水壁 
シ－ト、鋼矢板、地中連続壁 

ソイルセメント壁、グラウト 
遮水工 ○ ─ ─ ─ ─ 

水位制御工法 バリア井戸 ○ ─ ─ ─ ─ 

キャッピング ○ ○ ○ ○ ─ 
浸透水

低下工 覆土等キャッピング工法 
表面水排除工 ○ ○ ─ ─ ─ 

水処理 ○ ─ ─ △ ─ 水処理

工 
揚水＋水処理設備 

バリア井戸 ○ ─ ─ △ ─ 

植生工 ─ ○ ─ ─ ─ 
安定勾配切土、盛土整形 

法面勾配の安定化 ─ ○ ─ ─ ─ 

法枠等 ─ ○ ─ ─ ─ 

（
封 

じ 

込 

め
） 

汚 

染 

拡 

散 

防 

止 

対 

策 斜面対

策 
土留工＋切土・盛土整形 

崩落防止構造物 ─ ○ ─ ─ ─ 

自然浄化 空気孔設置 ─ ─ ─ ○ ─ 

有害化学物質の分解 ○ ─ ─ ○ ─ 
浄化促

進 浄化促進工法 
集ガス・処理 ─ ─ ─ ○ ─ 

イ

． 

原

位

置

で

の

浄

化

処

理 安定

化促

進対

策 
固化・

不溶化 
不溶化工法 廃棄物の固化、不溶化 ○ ─ ─ ─ ─ 

洗浄 ─ ─ ─ ─ ○ 
 * 焼却灰の洗浄、被覆  

被覆 ─ ─ ─ ─ ○ 

注） ○：直接効果がある。 △：二次的効果がある。 ─：適用対象外。 

 

 

 

 

 表1.10 水質に係る各種基準の対比（処分場内及び処分場外） 単位[mg/L] 
安定型最終処分場 

有害物質等 測定の対象物質 
②浸透水 ③周縁の地下水 

⑤周辺の地下水
参考）水質汚濁に係

る環境基準 

1 アルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと

2 総水銀 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 

3 カドミウム 0.01 0.01 0.01 0.01 

4 鉛 0.01 0.01 0.01 0.01 

5 有機リン － － － － 

6 六価クロム 0.05 0.05 0.05 0.05 

7 砒素 0.01 0.01 0.01 0.01 

8 シアン 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと

9 ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと

10 トリクロロエチレン 0.03 0.03 0.03 0.03 

11 テトラクロロエチレン 0.01 0.01 0.01 0.01 

12 ジクロロメタン 0.02 0.02 0.02 0.02 

13 四塩化炭素 0.002 0.002 0.002 0.002 

14 1,2-ジクロロエタン 0.004 0.004 0.004 0.004 

15 1,1-ジクロロエチレン 0.02 0.02 0.02 0.02 

16 ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04 0.04 0.04 0.04 

17 1,1,1,-トリクロロエタン 1 1 1 1 

18 1,1,2-トリクロロエタン 0.006 0.006 0.006 0.006 

19 1,3-ジクロロプロペン 0.002 0.002 0.002 0.002 

20 チウラム 0.006 0.006 0.006 0.006 

21 シマジン 0.003 0.003 0.003 0.003 

22 チオベンカルブ 0.02 0.02 0.02 0.02 

23 ベンゼン 0.01 0.01 0.01 0.01 

24 セレン 0.01 0.01 0.01 0.01 

海域以外 
25 ホウ素 

海域 
－ － 1 1 

海域以外 
26 フッ素 

海域 
－ － 0.8 0.8 

27
ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物, 

亜硝酸化合物,硝酸化合物 
－ － － － 

海域以外 － － 
28 水素イオン濃度 

海域 
－ － 

－ － 

29 生物化学的酸素要求量 20※1 20※2 － － － 

30 化学的酸素要求量 40※1 － － － － 

31 浮遊物質量 － － － － 

鉱油 － － 
32

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

含有量 動植物油脂 
－ － 

－ － 

33 フェノール類含有量 － － － － 

34 銅含有量 － － － － 

35 亜鉛含有量 － － － － 

36 溶解性鉄含有量 － － － － 

37 溶解性マンガン含有量 － － － － 

38 クロム含有量 － － － － 

39 大腸菌群数 － － － － 

40 窒素含有量 － － － － 

41 リン含有量 － － － － 

42 ダイオキシン類 － 1pg-TEQ/L － 1pg-TEQ/L※3 

44 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 － － 10 10 

＊1 基準省令別表第二による安定型最終処分場埋立開始～廃止までの基準値。 

＊2 基準省令別表第二による安定型最終処分場廃止時の基準値。 

＊3 「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準」による。 
 


